
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成２８年度松阪市国民保護協議会 

２．開 催 日 時 平成２８年１１月２１日（月）午後１時００分～午後２時００分 

３．開 催 場 所 松阪市産業振興センター３階研修ホール 

４．出席者氏名 

（会長）竹上真人 

（委員）川村謙一（代理）、福田光祐、新高庸介、村上宏明、長谷川

耕一、藤原佳明、山路茂、小林益久、東博武（代理）、三木

淳、鈴木政博、長谷川幸治、大平順子（代理）、大谷実、辻

村好正（代理）、内山宜哉、青木道夫（代理）、野呂純一（代

理）、岡田美千子、落合泰子、塩谷明美（代理）、世古佳清、

高橋範子、小林憲行、水谷勝美、伊藤松司、小山利郎、石川

通子、小林平八郎、眞砂由利 

（事務局）舩木精二防災危機担当監、岩出康管理係長、小泉明弘リスク・

防災係長、大西正基リスク・防災係主任、杉田幸平、小川真

司 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 記者１名  

７．担 当 

松阪市役所危機管理室 

電 話 ０５９８－５３－４３１３ 

ＦＡＸ ０５９８－２２－１０５５ 

e-mail  kiki.div@city.matsusaka.mie.jp 

 

事 項 

 １ あいさつ 

 ２ 松阪市国民保護計画の修正について 

 ３ 「伊勢志摩サミット開催に伴うテロ対策等」について（報告） 

    ～三重県松阪警察署警備課～ 

４ 「平成２８年度テロ対策訓練」について（報告） 

   ～松阪地区広域消防組合～ 

 ５ その他 

    

 

議事録 

 別紙のとおり 
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平２８年度松阪市国民保護協議会 議事録 

 

と き 平成 28年 11月 21日（月）午後 1時 00分から 

ところ 産業振興センター3階 研修ホール 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みなさま、こんにちは 

 定刻となりましたので、只今より平成２８年度松阪市国民保護協議会を開会させ

ていただきます。 

みなさま方におかれましては、お忙しいなか、当協議会にご出席いただき、ありが

とうございます。 

本日の司会進行を努めさせていただきます危機管理室の岩出でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 まず、開会に先立ちまして、お手元の資料のご確認をお願いいたします。 

 なお、資料番号は各資料の右肩に記載しております。 

 １番上から 

   １ 事項書 

   ２ 委員名簿 

 ３ 配席表 

４ 松阪市国民保護計画 白色の冊子となります。 

   ５ 資料１ 松阪市国民保護計画 新旧対照表 

６ テロを許さない 社会・地域づくり  のＡ４判カラーのチラシ 

７ 「平成 28年度テロ対策訓練」の概要について Ａ４横版のカラー印刷 

８ 資料用の封筒 

以上でございます。資料は全てお揃いでしょうか。 

 

 不足の資料がございましたら、お申しつけ下さい。 

尚、本協議会委員の任期は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律」第４０条第５項の規定により２年間でございますが、今年度が任期更新

の年となっております。本来であれば、委員お一人ずつに委嘱状を交付させていた

だくところではございますが、時間の制約上、あらかじめお手元に配布させていた

だきました。失礼とは存じますが、ご了解のほど、お願い致します。 

 

また、事務局からのお願いでございますが、携帯電話等お持ちの方につきましては、

会議中は、マナーモードの設定をお願いいたします 

議事に入ります前に、本日の協議会委員出席状況について、ご報告申し上げます。 

本日の協議会には、委員総数３６名に対し代理の方も含め３１名のご出席をいただ

いております。 

協議会条例第４条第２項の規定に基づき、過半数の委員にご出席いただきましたこ

とから、協議会が成立していることをご報告申し上げます。 

 なお、同条例第４条第３項の規定により、当協議会の諮問を必要とする議事につ

きましては、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところと
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事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

市長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

させていただきますので、よろしくご理解お願いいたします。 

 

本日の会議は、お手元の事項書により、進めさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

それでは、開会にあたりまして松阪市国民保護協議会の会長であります、 

竹上市長よりご挨拶申し上げます。 

 

松阪市国民保護協議会開催にあたり、お忙しい中、多数のご参加をいただきありが

とうございます。 

 また、日頃より市政全般についても様々な形でご協力いただき、併せてお礼申し

上げます。 

 今年一年を振り返ると、５月に開催された伊勢志摩サミットです。 

 三重県・松阪市も様々な形でＰＲできたと思います。 

 １１月に東京で開催された枝肉共進会においては、昨年に比べ１．３倍から１．

６倍の値段がつきました。 ころも一重にサミット効果で、三重県・松阪市がＰＲ

されたおかげだと感じています。 

 サミットが無事終了したことが、関係者にとってはホッとしているところではあ

りますが、４月にはテロ対策訓練も実施し、そのような効果もあったのではと思い

ます。 

 また、市民の皆さまも、テロ対策に目をむけていただけたと感じています。 

 私たちは、市民の生命・財産を守ることを目的としています。 

 様々な形で、関係各位また今日お集りの皆さまと一致団結して取り組まなければ

ならない事です。 

 そのためにも本日の会議が実りのあるものとしていかなければなりませんん。 

はなはな簡単ではございますが、開会のあいさつとさせていただきます。 

本日はよろしくお願いします。 

 

つづきまして、会議の進行につきましては、松阪市国民保護協議会条例第４条第１

項の規定により会長が議長となることから、会長の竹上市長にお願いいたします。 

 竹上会長よろしくお願いいたします。 

 

はい。議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

それでは、事項書２「松阪市国民保護計画の修正について」を事務局より説明をお

願いします。 

 

危機管理室の小泉です。 よろしくお願いいたします。 

資料１をお願いします。 

今回の修正は、国民の保護に関する基本指針を受けて、表現を適正化したものです。 

資料１の 1ページ、松阪市国民保護計画は 2ページとなります。 

４ 用語の定義 表１－１において 

「武力攻撃事態等対策本部」を「事態対策本部」に改めるものです。 

続きまして、資料１ １ページ中段   
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事務局 
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松阪警察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

松阪市国民保護計画は８６ページ上段になります。 

第３編第７章第４の１ 武力攻撃原子力災害への対処として 

（６）避難退域時検査及び簡易除染（各関係部（課）） 

   市長は住民に放射線被ばく及び放射線汚染の可能性が生じた場合に備え、避

難退域時検査及び簡易除染等の対応可能な施設等との協力体制を検討し、被ばく及

び除染が生じた場合には、原子力災害対策指針に基づき、国及び原子力事業者の指

示等のもと三重県と連携し避難退域時検査及び簡易除染を行う。 

  これについては、内閣府が作成している防災計画基本指針の変更を受け、追加

させていただきました。 

以降 （６）職員の安全確保 を（７）に改めるものです。  

以上、簡単ではございますが修正の説明とさせていただきます。 

 

事項書２の「松阪市国民保護計画の修正」について、ご質問・ご意見等のあります

方は、挙手をお願いします。 

（質問無し） 

それでは、先ほど説明のありました内容にて修正させていただきます。 

   

続きまして、事項書３の『伊勢志摩サミット開催に伴うテロ対策』について、三重

県松阪警察署警備課 警備第二係長 川口
かわぐち

 譲二
じょうじ

 様よりご説明いただきます。 

 川口様 よろしくお願いします。 

 

伊勢志摩サミット開催に伴うテロ対策について 

・伊勢志摩サミットでは、全国から約２万３０００人を動員した。 

・近年、世界各地でテロ事件が多発しているため、厳重な警戒態勢とした。 

・幹線道路、駅、港、電力施設、水源地などに配備。 

 『近年のテロ情勢』 

・これまでテロ組織の中心はアルカイーダであったが、近年はアルカイーダから派 

生してきたイスラム国によるテロ事件が多い。 

・テロの標的がハードターゲット（原子力発電所等の施設等）からソフトターゲッ

ト（イベント会場、繁華街等人が多く集まる箇所）へ変わってきた。 

・テロを起こす者についても、過激派組織の人物ではなく、それに影響を受けた一

個人が起こすことも増加している。 

 『テロのない社会づくり』 

・合同訓練、合同研修の開催により、地域の方がその地域の特性に合った対策をし

ていくことが重要。 

・今後もパートナーシップへのご協力・ご理解と、テロに対する意識の向上を皆様

にもお願いしたい。 

 

ありがとうございました。 

事項書３の『伊勢志摩サミット開催に伴うテロ対策』について、ご質問等のありま

す方は、挙手をお願いします。 
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会長 
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事務局 

 

 

 

 

（質問無し） 

続きまして、事項書４ 『平成２８年度テロ対策訓練』について、松阪地区広域消

防組合 堀内
ほりうち

 指揮隊長 より説明いただきます。 

堀内 指揮隊長 よろしくお願いします。  

 

 

 平成２８年度テロ対策訓練の概要について 

（別紙資料の説明） 

・当訓練では事前訓練をせず、ブラインドで行ったため、実災害に近い実践的な訓

練を実施できた。 

・各関係機関での連携を確認することができた。 

 火災発生について 

・平成２８年４月１８日に発生した末広町のアパート火災で２名の方が亡くなった。 

 

 

ありがとうございました。 

事項書４『平成２８年度テロ対策訓練』について、ご質問等のあります方は、挙手

をお願いします。 

（質問無し） 

続きまして、事項書５の「その他」については、委員の皆様より、広くご意見やご

提案等をお聞かせいただきたいと存じます。 

ご意見・ご質問等のある方は、挙手をお願いいたします。 

（質問無し） 

ありがとうございます。 

 

これをもちまして、平成２８年度松阪市国民保護協議会の事項は全て終了しました。 

本日は、お忙しいところ、本協議会にご参加いただき、誠にありがとうございまし

た。 

今後とも本市の国民保護協議会へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 それでは、事務局へお返しします。 

 

 

これをもちまして、平成２８年度松阪市国民保護協議会を閉会いたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

お帰りの際は、お気をつけてお帰りください。 

 

 


